
○
（意見等の反映）

大分県環境影響評価条例に基づく環境影響評価の手続の流れ（第2種対象事業）

準5条

準6条1、2

準11条

準12条

準13条
準14条

準20条2

準20条1

準21条

準22条

準23条1、2

準23条1

33条

35条1、2、3

35条4、5

35条4

準4条の2

準4条の3
準4条の4

準4条の5 2

準4条の5 １、3

事業者 知事 大分県環境影響評
価技術審査会

関係市町村 環境の保全の見地から
の意見を有する者

計画段階環境配慮事項検討

計画段階環境配慮書
（作成・提出）

環境影響評価実施計画書
（作成・提出）

環境影響評価の項目等選定

環境影響評価
（実施）

環境影響評価書
及び要約書（作成・提出）

工事着手

事後調査報告書（作成・提出）

○
○

○

○
○

○

（通知）→【許認可権者】

○

環境影響評価準備書
（作成・提出）

○
○

意見 意見意見照会

○

（送付）→【許認可権者】

公告

縦覧

○
○

○

（報告）

（縦覧）

○
○

（届出）
（通知）

公告

縦覧
○

○

（報告）

（縦覧）

○
○

○
（意見を求めることができる

意見 意見意見書
（意見を述べることができる）

（知事意見）

（規則で定める期間
：90日間）

（知事意見）

（規則で定める期間
：120日間）

意見書作成 （写送付） ○

（縦覧）

1月間

（縦覧）

1月間

（知事意見）

（規則で定める期間
：未定）

準5条

※太線枠内は自主的に実施することができる（25条3）

準10条2 ○意見意見照会

○ 意見書作成 （写送付） ○
準10条1

（インターネット縦覧）


